
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の 
事前の事業間調整の手続について 

国土交通省 都市局 都市政策課 

平成26年3月 

資料１ 



○大深度地下の範囲（法第２条等） 

大深度地下の公共的使用（道路事業、鉄道事業等の公共公益事業）については、使用認可を受けることにより事
業者は事前に補償を行うことなく事業を実施することができる。（法第25条等） 
 

○対象地域（法第３条等） 

①または②のうちいずれか深い方の深さの地下

①
40ｍ

大深度地下

支持地盤上面

地下室の建設のための利用が
通常行われない深さ

（地下４０ｍ以深）

②

10ｍ

基礎杭

支持地盤上面

大深度地下

建築物の基礎の設置のための
利用が通常行われない深さ
（支持地盤上面から１０ｍ以深）

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事前の事業間調整の手続について 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用の認可の効果 



事業概要書の公告・縦覧 

事  業  者 事  業  所  管  大  臣 

送付 

（ＪＲ東海） （国土交通省鉄道局） 

事業の共同化、事業
区域の調整等 

（第1項等） 

（第2項等） 

（第3項） 

（第5項） 

H26.3.14 

H26.3.17 

大深度地下使用協議会 
の構成員 

協議会の構成員が所
管する事業者に周知 

他の事業者 

事業の共同化、事業区
域の調整等の申出 

送付 

（第4項） 
大深度地下使用協議
会の構成員に送付 

事業概要書の作成 

事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業概要書を作成し、事業所管大臣に送付しなけれ
ばならない。（法第12条） 
 

事前の事業間調整の手続の流れ 

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事前の事業間調整の手続について 

○縦覧場所： 
 東京都、神奈川県、愛知県で１７箇所 
  ・事業者の事務所 
  ・関係市町村の施設 
○縦覧期間： Ｈ26.3.17～H26.4.15 

官報公告 
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